
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

これだけは押さえておきたい！ 

人事労務の最新情報   
 

～弊社ブログに、下記情報のリンクを貼っています～ 

http://shinsou-assist.blog.jp/ 

 

■ 厚生労働省関係の主な制度変更（平成 26 年 4 月）/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h26.html 

 

■ パートタイム労働法が変わります～改正法公布/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html 

■ 次世代育成支援対策推進法等の一部改正法公布/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044113.html 

 

■ 雇用保険事務手続きの手引き～平成 26 年 4 月版/厚労省 
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html 

 

■ 平成 27 年 4 月から「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡

大/高齢・障害・求職者支援機構 
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/download/kaisei_h27_noufu.pdf 

 

■ 有期契約労働者の育児休業ハンドブック/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ikuji_h
andbook/index.html 

 

■ 従業員のメンタルヘルスに関する発表/経済産業研究所 
（企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績） 

http://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/14040005.html 
（従業員のメンタルヘルスと労働時間） 

http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/14j020.html 
 
■ 日本看護協会「看護職の賃金の実態」を公表/労働政策研究・研修機構 

http://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/2014/chingin-2012.pdf 
 
■ 介護従事者の平均給与額､前年比 7,180 円増 /厚労省 

（2013 年度介護従事者処遇状況等調査結果）  
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/14/index.html 
（2013 年度介護事業経営概況調査結果）  

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/153-2a.html 
 

■ 平成 25 年「中小企業の賃金事情」の調査結果/東京都産業労働局 
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/04/60o4f100.htm 

 

■ 14 年版「Ｑ＆Ａでわかる求人･雇用の基礎知識」/全国求人情報協会 
http://www.zenkyukyo.or.jp/info/?itm=21 

 

■ 60 歳以降の人事管理と人材活用に関するアンケート調査結果を発

表/高齢・障害・求職者雇用支援機構 
http://www.jeed.or.jp/jeed/news/download/news_157.pdf 

 

■ ビジネスパーソンの意識や行動の特徴を年代別に分析/産能大 
http://www.hj.sanno.ac.jp/cp/page/11505 

■ 中小企業の知られざる魅力を紹介／東商 
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=31328 

 

■ 2014 年度春の新入社員意識調査/日本生産性本部 
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001407.html 

 

■ 雇用関係助成金全体のパンフレット（詳細版）   
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html 

■ 人材育成を実施する事業主への助成金を拡充/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/d
01-1-1.pdf 

 

養老孟司 著  新潮新書 \680+税 
 

「「わかっている」という怖さ」より）「常識」＝「コモンセンス」というのは、「物を知っている」つまり知識が

ある、ということではなく、「あたり前」のことを指す。ところが、その前提となる常識、あたり前のことにつ

いてのスタンスがずれているのに、「自分たちは知っている」と思ってしまうのが、そもそもの間違いなのです。

この場合、それが男女の違いに顕著に現れた。 
 

少し補足すると、妊娠・出産のドキュメンタリー番組を見せた男女で、その後の反応が大きく違い、女性は自

分の身に置き換えて痛みや喜びといった感情まで感じとり、男性は保健の授業で既に学んだことばかりだと冷や

やかな反応だったと。仕事で似たようなことはありませんか。「わかっているだろう」という思い込みで、認識が

一致せず、その結果ミスが起きてしまう。繰り返さないために、本書をヒントにしてみてはいかがですか。 

  
人生や仕事にヒントを得る 推薦書紹介
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企業の発展を願い 従業員の成長を願う その一歩一歩を応援します 

職場の労務管理の基本 

人事マネジメントのワンポイントアドバイス 

事なかれ主義でいい？言いだしっぺを一人ぼっちにしてしまう  
 

◆ 言いだしっぺが損をする  

例えば、会議で一人が新しいことを提案すると、提案者がそ

のすべてを担当しなければならなくなる、いわゆる言いだしっ

ぺが損をする。こういうことはありませんか？「あるある」と

思われた方、この状況を打開しなくてもよいですか？ 組織が

このような状態になってしまうと、いくら良い提案を思いつい

たとしても、負担を背負いたくないので誰も言いださなくな

り、全員が、組織全体が消極的な姿勢になってしまいます。 
 

◆ 皆の少しの力が、ものすごい力になる  

確かに、何か新しいことをするとなれば作業が増えます。し

かし、その作業はまったくムダなものなのでしょうか。増える

作業を「嫌だ嫌だ」と後ろ向きに考えるか、「よし､やってみよ

う」と前向きに考えるかで、その差は組織のレベルの差となっ

て表れてきます。会議でいい提案が出れば、進行役はこう言い

ましょう。「皆で少しずつ協力して、分担しましょう。工夫す

れば皆の少しの力が、ものすごい力になるはずです」と。 

 

● 管理職として知っておきたいメンタルヘルス～その２０ ● 
  

● 主治医とのやり取りの難しさ  

メンタルヘルス不調者にとってキーパーソンは、主治医です。

会社も休職や復職の判断の他、心身の状態の把握については主

治医を抜きには考えられません。ところで、医師や看護師など

の医療有資格者ではない者が主治医と直接やりとりしても、な

かなか上手くいかないことが多いようです。その要因としては、 

・一般人は医学専門用語や治療の流れを理解することが難しい 

・患者を守る立場にある主治医は、患者が不利になるかもし 

れず、よく知らない相手を警戒する 

・多忙な医師は、患者以外の者に治療に関して一つひとつ 

時間をかけて説明するのを鬱陶しがる 

などがあげられます。 
 

● 実務面での産業医の役割   

一方、医療有資格者、特に産業医は医師同士という立場から、

主治医との関係性を持ちやすく、必要な情報を正確に得ること

は比較的容易になります。産業医は労働安全衛生法に、従業員

の健康を確保する責務と役割があると規定されていますが、治

療における主治医との連携役、就労に関する主治医と会社との

間の情報の橋渡し役が期待できます。この実務的な役割は重要

ですので、知っておいてください。 


